
 

 

 

 

 

 

 

 

「きっと 大丈夫」 
校長  大庭  通代  

  校庭の桜の花も満開となり、 春爛漫の中、 令和7年度がスタートしました。 今年度はにじのこ学級

と１年生から３年生が２学級、 ４年生から６年生が３学級ずつ全校で１７学級での出発です。  

  校門をくぐる子供たちの顔は明るく、その瞳も期待に輝いているように感じられます。全

学年がクラス替えをしました。子供たちは新しい友達、新しい担任との出会いにわくわくし

ています。しかし、ちょっぴり不安もあるかもしれません。「どんな子がいるのかな。」「

仲良くなれるかな。」「先生は優しいかな。」  

子供たちは日々たくさんの仲間と様々な活動を共にしながら成長していきます。仲間と力

を合わせる楽しさや喜びを味わうこともあるでしょう。自分とは違うよさを持つ友達に感心

することもあるでしょう。また、自分のよさを認めてもらい、自信を深めることもあるでし

ょう。一方で、考えがぶつかったり、時にはいさかいが起きたりすることもあるかもしれま

せん。うまくいかなくてつらかったり、悲しくなったりすることもあるかもしれません。自

分の気持ちに折り合いがつけられず、苦しくなることもあるかもしれません。  

しかし、その一つ一つが子供たちのレッスンになっているのです。これから先の人生を大

勢の人と力を合わせながら心豊かに生きていくためのレッスンです。私たちはいつでも誰か

の力を借りて、誰かに力を貸して生きています。人が複数いるところには何かしらの関わり

が生まれます。この関わりをよきものにしていく力を育むのが家庭生活であり、学校などの

集団生活ではないでしょうか。ぜひこの子供たちのレッスンを「大丈夫だよ。きっとうまく

いくよ。」と大きく見守ってください。いったんは落ち込んでいてもまた

元気を取り戻し、その時には一回り大きく成長していることと思います。

学校でも、すべての教職員が子供たち一人一人のよりよい成長に向けて、

力を尽くしていきます。今年度も保護者や地域の皆様には本校の教育活動

へのご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  
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電話応対時間  

千葉市教育委員会では、各学校における電話対応の時間を下記のとおりとしています。ご理解ご協

力をお願いいたします。 

※来校や電話は、基本的に勤務時間（8:00～16:30）にお願いします。 

※以下の時間は自動応答となります。 

小学校・特別支援学校：平日の18:00～7:30、土日祝日・休校日  

中学校・市立高校平日の19:00～7:30、土日祝日・休校日  

遅刻・早退時の付き添い  

 遅刻、早退の際は、安全上の理由から保護者の付き添いをお願いしています。一人で歩かせることの

ないよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

写真販売  

 昨年度より、宿泊学習に限らず、他の行事や他学年の校外学習等でも写真販売を予定しています。

学校を介さず、ネット上で販売、決済となる見込みですので、ご承知おきください。  

学校における合理的配慮の提供について  

 平成28年４月１日から、公立学校において合理的配慮の提供が義務となっております。合理的配慮

は、子供に合った必要かつ適当な変更及び調整で、特定の場面において必要とされ、過度な負担を課

さないものです。学校に合理的配慮の提供を求める場合には、学校（学級担任）に申し出ください。

駐輪場について  

 学習参観等の際に自転車で来校する場合は、鶴の子像側に駐輪場を設けますので、昇降口付近に

はとめず、そちら側をご利用ください。 

  

 

 

個人情報のため掲載割愛 


